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1. 研究背景・目的	 
	 近年、中国、インド、韓国などアジア諸国を中心

に原子力導入あるいは開発規模の拡大が大きな高ま

りを見せるとともに、欧米諸国では原子力発電所の

新規建設や既存炉の寿命延長など、原子力の役割を

重視する具体的な動きが展開されてきた。図 1には、
運転中、建設中及び計画中の世界の原子力発電所設

備容量を示す（2011年 1月 11日、日本については
3 月 31 日現在）。そのような中で 2011 年 3 月 11
日に発生した福島第一原子力発電所事故による世界

各国への影響は大きく、それぞれの事情により異な

る方向に向かいつつある。今回の事故の経緯は、地

震発生に伴う津波により全電源喪失に至ったことが

大きな要因とされているが、火災により、例えば制

御系の機能喪失を併発させ、重大な事故に繋がる可

能性も考えられる。 
	 そこで本研究では、火災防護に関する国際原子力

機関 IAEA1)（以下、IAEA）国際安全基準と日本の
規制制度・規格基準の現状調査を行い、技術的課題

等を抽出することにより、日本の原子力発電所にお

ける火災安全の在り方について考察することを目的

とする。 

 
図 1	 世界の原子力発電所開発の現状と動向註 1)	 

2. IAEA国際安全基準	 
2.1. 国際安全基準文書の体系	 
	 IAEA は、IAEA 憲章の規定により、原子力の
安全を確保するための目標、方針、原理を示す「安

全基準」（Safety Standards）の策定を行ってい
る。IAEA の安全基準は加盟各国に遵守を義務づ
けるものではないが、国際規格とみなされてお

り、加盟各国の活動や判断により、それぞれの国

内法に反映されている。安全基準の体系は 1 つの
「安全原則」（Safety Fundamentals）のもと、

技術的なテーマや施設別に設けられた 16 の「安
全基準」があり、その各基準の下にある 115 件の
「指針」（Guide）から成り立っている。	 
2.2. 火災防護に関する安全指針の位置づけ	 
	 前述した「安全原則」のもと、火災防護に関する

安全指針は、原子力発電所の「設計・設備」（ハー

ド）、「運用・管理」（ソフト）面それぞれについ

て規定されている。それらの安全指針は、安全指針

No. NS-G-1.7「原子力発電所の設計における内部の
火災と爆発に対する防護」2)（以下、NS-G-1.7）、
安全指針 No. NS-G-2.1「原子力発電所の運転におけ
る火災安全」3)（以下、NS-G-2.1）に分けられる。
NS-G-1.7（ハード）は、規制機関、原子力発電所の
設計者及び設置者に対し、原子力発電所における

内部の火災と爆発に対する防護のための設計概

念に係わる勧告及び指針を提示している。

NS-G-2.1（ソフト）は、適切なレベルの火災防護
計画が原子力発電所の存続期間にわたり維持さ

れるための指針を発電所管理者、運転者、安全評

価担当者及び規制担当者に提示するものである。 
	 図 2に IAEA国際安全基準の体系及び火災防護
に関する安全指針の位置づけを示す。 

	 

図 2	 IAEA 国際安全基準の体系	 
3. 日本の火災防護に関する規制制度・規格基準	 
	 原子力発電所の火災防護に関連する日本の法

令及び指針は、(1)「	 発電用軽水型原子炉施設に

関する安全設計審査指針」4)、(2)「発電用軽水型

原子炉施設の火災防護に関する審査指針」5)、(3)

「発電用原子力設備に関する技術基準（省令 62



	 

	 

号）」6)である。さらに、これらの規制に加え、

消防法等で定められている要求事項を参照し策

定された民間規格 JEAG4607-2010「原子力発電
所の火災防護指針」7)（以下、JEAG4607）が規
定されている。この指針は、発電用原子力設備に

関して原子炉施設、蒸気タービンもしくはその付

属設備が、火災の発生により原子炉施設の安全機

能を損なうことのないよう適切な防護措置を施

すために設計上考慮する事項について規定する

ものである。また、原子力発電所のソフト面につ

いては、民間規格 JEAG4103-2009「原子力発電
所の火災防護管理指針」8)（以下、JEAG4103）
が規定されている。この指針は、事業者に対し原

子力発電所における火災発生の未然の防止及び

被害拡大防止のための運用・管理上の措置を規定

しており、消防計画、消防組織、教育・訓練等の

手順書の策定に資するものである。日本では、ソ

フト面について同指針の制定以前には消防法で

一部規定されていたもののほとんどの項目つい

て規定されていなかったが、2007 年 7 月に発生
した中越沖地震柏崎刈羽原子力発電所火災事故

を契機に 2009 年に策定された。なお、この指針
の策定に伴いハード面の指針 JEAG4607 につい
ても 2010 年に改訂された（大規模な地震時の火
災を想定した事項を追加）。	 

	 図 3 に日本の火災防護に関する規制・規格の体
系を、図 4 に JEAG4103 の制定にあたっての整
備体系を示す。 

	 

図 3	 日本の火災防護に関する規制・規格の体系	 
	 

	 
図 4	 JEAG4103 の整備体系	 

4. IAEA と日本の火災防護規制の比較	 
	 IAEA 国際安全基準及び日本の規制・規格を調
査した結果、本論文では、ハード面の規定項目に

関しては NS-G-1.7（IAEA）と JEAG4607（日本）、
ソフト面の規定項目に関しては NS-G-2.1 と

JEAG4103 を比較対象とした。	 
4.1. IAEA の特徴（火災ハザード解析）	 
	 IAEA の規定内容で特徴的な事項は、火災ハザ
ード解析の要求である。IAEA では、火災ハザー
ド解析から得られた評価結果をもとに火災及び

爆発のリスクを同定し、その対策としての規定項

目をハード、ソフト両面において反映させるよう

要求している。火災ハザード解析は、(1)「火災

の発生を防止」、(2)「火災の早期検出、消火」、

(3)「延焼拡大の防止」の安全目的が満たされて

いることを実証するために実行され、特に、防火

障壁の必要な性能及び火災検出と消火設備の能

力を決定するために必要となる。さらに、この評

価は、設計段階の初期に実行され、原子炉燃料の

初装荷の前に更新し、発電所の供用期間中には最

新化させておくことが要求されている。具体的に

は、表 1 のように火災ハザード解析による評価が
実行され、表 2 のような火災・爆発リスクを同定
し具体的な方策を講じることが要求されている。	 

	 

4.2. 日本の特徴（想定火災）	 
	 IAEA では、火災ハザード解析から得られた知
見をもとに規定項目を策定すべきとしているの

に対し、日本では、原子力発電所内の火災を表 3
のように 6 種類の火災に限定し、それぞれの火災

表 1	 火災ハザード解析による評価の対象 2)3)	 

	 

表 2	 火災・爆発のリスクと具体的な方策 2)	 

	 



	 

	 

に備えた是正措置を講じれば足りるとしている

のが大きな特徴である。 

4.3. IAEAと日本の規定内容の比較	 
4.3.1. 火災ハザード解析と想定火災	 
	 図 5 に日本と IAEA の火災対策のイメージを示
す。この図に示すように、IAEA（NS-G-1.7 及び
NS-G-2.1）では原子力発電所特有の火災リスク全体
を評価し対策を講じることを求めているのに対し、

日本（JEAG4607及び JEAG4103）では、6種類の
想定火災に限定して火災リスクを評価し対策を講じ

れば良いとされている。日本では、JEAG の規定で
みる限り、想定火災以外の火災リスクを考える必要

はなく、最後に原子力発電所全体の火災リスクに立

ち戻って総合的に検証するプロセスも規定されてい

ない。また、IAEA で要求されている解析結果の定
期的更新とそれに伴う設備自体を最新化する規定も

ない。さらに、表 3内の下線部に見られるように、
他の機器への延焼など二次的な影響を与えることが

ないと仮定されている規定も多い。	 

	 このような規定方式は、想定火災を逸脱し又は超

えるような事態が発生した場合になすすべがなくな

るため、福島第一原子力発電所事故の津波対策とも

同根の大きな問題点であると考えられる。	 

 
図 5	 IAEAと日本の火災対策のイメージ	 

4.3.2. ハード面の比較	 
	 日本での防火障壁の性能については、米国 NFPA 
Handbook に記載されている評価方法註 2)を採用し

ているため米国（火災ハザード解析を導入している）

と同等の性能を維持しているものと考えられる。し

かしながら、火災検出と消火設備の能力ならびに設

置要領については、消防法や危険物の規制に関する

政省令の規定等を引用しているのみであり、原子力

発電所特有の火災対策について考慮された規定事項

はみられない。	 

	 消防法の規定は通常の建物や危険物の火災・爆発

リスクを前提とした規定であるため、自動火災報知

設備の警戒区域の面積註 3)や非常電源容量の規定註 4)

など、そのまま原子力発電所に引用するには不十分

なものも多い。原子力発電所の火災リスクを考慮し

た火災専門家の視点からの見直しが必要であると考

える。	 

4.3.3. ソフト面の比較	 
	 表 4 は、IAEA と日本のソフト面に関する各規定
項目の比較結果をまとめたものである（一例）。表

内の下線部は、IAEA にはあるが日本にはない規定
事項を示している。 
	 ここでは、IAEA と日本を比較してそれぞれの特
徴が顕著に表れている箇所の一例として、表 4内の
IAEAでの「8. 手動消火能力」、日本での「7. 火災
発生時の対応」の規定事項をとりあげる。IAEA の
規定では、消火戦略を常に最新化することを前提に、

「a. 消防士の入室経路と退去経路」、「d. 特殊な
火災危険性（外部事象による消火能力の低下の可能

性を含む）」、「g. 臨界その他の特別の懸念のため
の、特定の消火剤に対する使用制限と使用すべき他

の代替消火手段」など原子力発電所内において消火

戦略をたてるうえで必要な項目について記載してい

る。一方、日本の規定では、火災発生時の対応に必

要な手順を常に最新化する規定がないことに加え、

「f. 放射線危険区域の設定と管理手順」、「g. 放射
線防護手順」以外の項目は通常の火災発生時の対応

表 3	 想定火災の種類と考慮すべき項目 7)	 



	 

	 

と変わらない項目が記載されているのみである。さ

らに、これらは、抽象的な表現で示されているため、

原子力発電所の火災安全対策を構築する際の具体的

な指針として十分であるとは言い難い。	 

5. まとめ	 
 IAEAでは、火災ハザード解析の知見をもとに火災
のリスクを同定し規定事項を策定していることに

加え、解析結果の更新及びハード・ソフトの最新化

をはかることにより残存する火災リスクを限りな

くゼロに近づけるよう要求している。 
 日本では、想定火災の考え方から原子力発電所内で
発生し大きな被害を与える可能性のある火災を 6
種類に限定するとともに、二次的影響についても限

定しており、想定を超えた場合への対応を準備する

プロセスが欠けている。 
 IAEAの規定項目の内容は、原子力発電所内で発生
する特有の火災を具体的にイメージして策定され

ているのに対し、日本では、火災が発生した際の原

子力発電所への影響及びその対処法に対する考え

方が抽象的に表現されているため、具体的な対策に

つなげにくい。その結果、消防法令等の一般的な規

定を単純に引用している規定も多い。 
 日本の火災防護規制を総括すると、IAEAの基準に

比べ、原子力発電所という特別な施設の火災リスク

を徹底的に排除するという点で不十分であると言

わざるを得ない。 
【脚注】	 註 1)	 「世界の原子力発電開発の動向, 日本原子力産業
協会, 2011」に記載されているデータをもとに作成。註 2)	 「米
国 NFPA Handbook 20th Edition」に示されている火災荷重と等
価火災時間より、当該区域の壁が必要とする耐火時間を求める。

註 3)	 火災感知器の設置要領；「消防法施行規則第 23条」、消火
装置；「消防法施行令第 10条、消防法施行規則第 6~11条、危
険物の規制に関する政令第 20条」註 4) 火災検出装置の電源（非
常用電源を含む）；「消防法施行規則第 24条第 1項第 3,4号」	 
【参考文献】	 1)「IAEA」；International Atomic Energy Agency 
2)「Protection Against Internal Fires and Explosions in the 
Design of Nuclear Power Plants Safety Guide」Series No. 
NS-G-1.7, 2004 3)「Fire Safety in the Operation of Nuclear 
Power Plants Safety Guide」Series No. NS-G-2.1, 2000 4)「	 発
電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針（指針 5）」原
子力安全委員会, 2001 5)「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に
関する審査指針」原子力安全委員会, 2007 6)「発電用原子力設備
に関する技術基準（省令 62 号）」経済産業省令, 最終改正 2011 7)	 
JEAG4607-2010「原子力発電所の火災防護指針」日本電気協会
原子力規格委員, 2010 8)	 JEAG4103-2009「原子力発電所の火災
防護管理指針」日本電気協会原子力規格委員, 2009 

表 4	 規定内容比較表（ソフト）3)8)	 


